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令和７年度入学 

青梅市立第七中学校小規模特別認定校生徒募集要項  

 

▼ 第七中学校の特色 

１ 成木の 森林に 囲ま れ、夏 には校 庭にホ タル が飛び 交うほ ど自然 に恵 まれた 環境の 中で、地 域の 協

力を得 ながら 少人 数を活 かした 教育活 動を 行って います 。  

２  学習面 におい ては、日常 の授業 はもち ろん、放課 後の補 習授業 や、教 科別 の面談 などを 行う「 学

習相談 週間」、定期テ ス ト前の「 放課後 学習 会」、「夏 休み 学習会 」等を取 り入れ 、全校生 徒５ ０人

程度と いう少 人数 の特徴 を活か して、 一人 一人を 大切に した教 育活 動を行 ってい ます。  

３ 生徒会 活動や 部活 動 (令和６年 度は、 ソフ トテニ ス・バ ドミン トン ・自転 車・ゴ ルフ・ 吹奏 楽・

グリー ンキー パー ・美術 )なども盛ん に行っ てい ます。  

また、成木 小学校 をは じ め地域 との連 携・交流 に も力を 注いで おり 、二 年 生の職 場体験 、小・中

学校一 貫教育 の推 進・充 実、地域 行事 へのボ ラン ティア 参加、高齢者 福祉 施設交 流など を積 極的に

行って います 。  

▼ 就学条件・募集人数 

▼ 申込方法等 

以下の 内容を お読 みいた だき、「 入学 申込書 」に より申 し込ん でく ださい 。  

小規模特別認定校制度とは、少人数でふれあいに満ちた特色ある教育環境の中で教育を受け

ることを希望する保護者および児童・生徒に対して、一定の条件のもと、特別に他の通学区域か

らの入学を認めるものです。 

この制度を導入している第七中学校（以下「当該校」という。）では、「特色ある教育活動」に

取り組んでいます。 

就 学 条 件  

保 護 者 は 、 次 の 条 件 を す べ て 満 た し て い る こ と が 必 要 で す 。  

(1) 青 梅 市 内 に 住 所 を 有 し 、 指 定 中 学 校 等 に 就 学 を 予 定 し て い る 児 童 の 保 護 者 で あ る こ と 。  

(2) 保 護 者 は 、児 童 が 小 規 模 特 別 認 定 校 に 就 学 し た 場 合 は 、当 該 校 を 卒 業 す る ま で 、自 ら の 責 任 と

負 担 に お い て 通 学 さ せ る こ と 。  

(3) 保 護 者 、 児 童 と も に 入 学 の 目 的 が 明 確 で あ る こ と 。  

(4) 保 護 者 は 、 当 該 校 の 教 育 活 動 、 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 な ど に つ い て 理 解 し 、 協 力 す る こ と 。  

(5) そ の 他 、 教 育 委 員 会 な ら び に 当 該 校 の 指 示 に 従 う こ と 。  

※ 通 学 は 、公 共 交 通 機 関 、保 護 者 の 送 迎 等 に よ り 行 う こ と と し 、自 転 車 に よ る 通 学 は 行 わ な い こ と 。 

※ 小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 に よ り 就 学 す る 児 童 は 、 卒 業 す る ま で 当 該 校 に 就 学 す る も の と す る 。  

募 集 人 数  

学 級 定 員  募 集 学 年 ・ 人 数  ※ 令 和 ７ 年 ４ 月  

第 １ 学 年  ２ ０ 人  

※ 応 募 状 況 や 当 該 校 の 学 区 内 へ の 住 所 移 転 等 に

よ り 、 定 員 を 超 え る 場 合 が あ り ま す 。  

第 １ 学 年  １ ４ 人  

※ 状 況 に よ り 人 数 は 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

申 込 期 間  

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ 日 （ 火 ） ～ 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 （ 金 ）  

受 付 時 間  平 日 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時  

※ 郵 送 の 場 合 は 、 １ ０ 月 ２ ４ 日 （ 木 ） 青 梅 市 教 育 委 員 会 学 務 課 学 務 係 必 着  

申 込 先  

青 梅 市 教 育 委 員 会  学 務 課 学 務 係  

〒１９８－８７０１ 青梅市東青梅１－１１－１ 青梅市役所３階 

電 話 番 号 ０ ４ ２ ８ － ２ ２ － １ １ １ １ （ 内 線 ２ ３ ６ １ ）  

注 意 事 項  

入 学 を 希 望 す る 児 童 は 、説 明 会 ま た は い ず れ か の 見 学 会 に 必 ず 参 加 し て く だ さ い 。ま た 、保 護 者 は

説 明 会 に 必 ず 参 加 し て く だ さ い 。 参 加 し た 際 に は 、 必 ず お 名 前 等 お 申 し 出 く だ さ い 。  

※ 説 明 会 、 見 学 会 に 一 度 も 参 加 し て い な い 場 合 は 、 申 し 込 み で き ま せ ん 。  
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▼ 学校見学会・説明会 

▼ 行事等見学会 

※ 行 事 等 見 学 会 に つ い て は 、 日 時 ・ 実 施 内 容 等 の 変 更 も あ り ま す の で 事 前 に 当 該 校 へ お 問 合 せ く だ さ い 。  

▼  面談・公開抽選 

▼ 入学手続・その他 

▼ 問合せ先  

 

第１回  夏季 休業 中学校 見学会  制度・ 学校概 要説 明会、 第２回 学校見 学会  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日 （ 月 ）、 ２ ３ 日 （ 火 ）、  

２ ４ 日 （ 水 ）、 ２ ５ 日 （ 木 ） 午 前 ９ 時 ～  

▽ 場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  校 舎 ・ 校 庭  

▽ 当 日 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ）  

学 校 見 学 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ３ 時  

   校 内 、 部 活 動 見 学  

※ 夏 季 休 業 中 の 生 徒 の 活 動 を 見 学 で き ま す 。  

※ 準 備 の 都 合 上 、 事 前 に 当 該 校 へ 御 連 絡 く だ さ い 。  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 ９ 月 １ ９ 日 （ 木 ） 午 後 ２ 時 ～  

▽ 場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  視 聴 覚 室  

▽ 当 日 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ）  

受    付  午 後 １ 時 ４ ５ 分 ～  

学 校 説 明 会  午 後 ２ 時 ～ 午 後 ２ 時 ４ ５ 分  

学 校 見 学  午 後 ２ 時 ５ ０ 分 ～ 午 後 ３ 時 ３ ０ 分  

※ 夏 季 見 学 会 に 参 加 し て い る 場 合 、 説 明 会 の み も 可  

授業公 開日・ 道徳 授業地 区公開 講座  学習発 表会  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）  

道 徳 授 業  午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ２ 時 ２ ０ 分  

場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  各 教 室  

講 演 会 午 後 ２ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ３ 時 ２ ０ 分  

  場 所  視 聴 覚 室  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 （ 土 ） 午 前 ８ 時 ４ ０ 分 ～  

▽ 場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  

▽ 当 日 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ）  

総 合 的 な 学 習 の 時 間 学 年 発 表  午 前 ８ 時 ５ ０ 分 ～  

舞 台 発 表          午 前 １ ０ 時 ５ ０ 分 ～  

面 談  

教 育 委 員 会 お よ び 当 該 校 に よ る 面 談 を 行 い ま す 。 申 し 込 ま れ た 保 護 者 お よ び 児 童 は 必 ず 面 談 を

受 け て い た だ き ま す （ 面 談 の 時 程 等 は 別 途 通 知 ）。  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ９ 日 （ 火 ）（ 予 定 ）  

▽ 場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  

※ 面 談 の 結 果 に よ っ て は 、 お 子 さ ん の 就 学 先 に つ い て 、 御 相 談 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。 

公 開 抽 選  

入 学 承 認 予 定 者 が 募 集 人 員 を 超 え た 場 合 は 、 公 開 抽 選 と し ま す 。  

※ 当 該 校 に 兄 ま た は 姉 が 在 籍 し て い る 応 募 者 に つ い て は 、 抽 選 に よ る こ と な く 就 学 で き ま す 。  

▽ 日 時  令 和 ６ 年 １ ２ 月 ９ 日 （ 月 ） 午 後 ４ 時 ～  

▽ 場 所  青 梅 市 役 所 ２ 階  ２ ０ １ 会 議 室  

結 果 通 知  
面 談 実 施 後 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 上 旬 ま で に 保 護 者 に 入 学 承 認 通 知 書 を 送 付 し ま す 。  

通 知 に 記 載 の 期 日 ま で に 必 要 手 続 を 行 っ て く だ さ い 。  

入 学 説 明 会  

入 学 説 明 会 を 開 催 し ま す の で 、 御 参 加 く だ さ い 。  

▽ 日 時  令 和 ７ 年 １ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時 ～  

▽ 場 所  青 梅 市 立 第 七 中 学 校  視 聴 覚 室  

青 梅 市 教 育 委 員 会 

学 務 課 学 務 係 

▽ 制 度 概 要 お よ び 入 学 ・ 転 入 学 手 続 き に 関 す る こ と  

〒 １ ９ ８ － ８ ７ ０ １  青 梅 市 東 青 梅 １ － １ １ － １  青 梅 市 役 所 ３ 階  

電 話 番 号 ０ ４ ２ ８ － ２ ２ － １ １ １ １ （ 内 線 ２ ３ ６ １ ）  

青 梅 市 立 第 七 中 学 校 

▽ 学 校 生 活 ・ 行 事 お よ び 各 種 説 明 会 等 に 関 す る こ と  

〒 １ ９ ８ － ０ ０ ０ １  青 梅 市 成 木 ４ － ５ ４ ４ － ２  

電 話 番 号  ０ ４ ２ ８ － ７ ４ － ５ ２ １ ７  

 

 

教 育 委 員 会 HP 

第 七 中 学 校 HP 



 

【青梅市立第七中学校小規模特別認定校】 

 

入学申込書 

 

フ リ ガ ナ 

児 童 氏 名 

 

性別 男・女 
 

生 年 月 日 平成    年     月     日生 学年 新 １ 年 

現 住 所  

住 所 地 の 指 定 校 青梅市立            中学校 

在 学 す る 学 校 名  

保 護 者 氏 名  
児 童 と

の 続 柄 
 

保 護 者 現 住 所 
□ 児 童 と 同 じ  

電 話 番 号 
（携帯・自宅・その他） 

（日中 連絡の つき やすい 時間帯    時頃 ）  

第七中学校を希望する理由 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

就学条 件を遵 守す ること を誓約 したう えで 、第七 中学校 への入 学を 申し込 みます 。  

 また 、申し 込み に当た り、青 梅市教 育委 員会お よび第 七中学 校か ら在学 校に申 込児童 の様 子を聞 く

場合が あるこ とに ついて 了承し ます。  
 

□  以下の就 学条 件に同 意しま す。  

 ※ 同 意 い た だ け な い 場 合 は 申 し 込 み で き ま せ ん 。  

 (1) 青梅市 内に住 所を 有し、 指定中 学校 等に就 学を予 定して いる 児童の 保護者 である こと 。  

(2) 保護者は 、児 童が小 規模特 別認定 校に 就学し た場合 は、当 該校 を卒業 するま で、自 らの 責任と

負担に おいて 通学 させる こと。  

(3) 保護者、 児童 ともに 入学の 目的が 明確 である こと。  

(4) 保護者は 、当 該校の 教育活 動、Ｐ ＴＡ 活動な どにつ いて理 解し 、協力 するこ と。  

(5) その他、 教育 委員会 ならび に当該 校の 指示に 従うこ と。  
  

青梅市 教育委 員会  殿  

令和   年    月    日  

 

保護者氏名                    
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青梅市立小規模特別認定校設置要綱（抜粋） 
１  目 的  

こ の 要 綱 は 、 豊 か な 自 然 、 歴 史 お よ び 伝 統 あ る 地 域 の 中 で 、 少 人 数 の 学 習 指 導 に よ る 確 か な 学 力 の 定 着 や 体

力 づ く り 等 を 目 指 し 、 特 色 あ る 教 育 環 境 を 推 進 し て い る 小 規 模 校 に お い て 教 育 を 受 け る こ と を 希 望 す る 保 護 者

お よ び 児 童 ・ 生 徒 に 対 し て 、 学 校 教 育 法 施 行 令 （ 昭 和 28 年 政 令 第 340 号 。 以 下 「 施 行 令 」 と い う 。） 第 ８ 条 の

規 定 に も と づ き 、 就 学 す べ き 学 校 （ 施 行 令 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に も と づ き 指 定 さ れ た 小 学 校 お よ び 中 学 校 。 以

下 「 指 定 小 学 校 等 」 と い う 。） の 指 定 を 変 更 す る 制 度 （ 以 下 「 小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 」 と い う 。） を 導 入 す る こ

と に 伴 い 、 青 梅 市 立 小 規 模 特 別 認 定 校 の 設 置 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

２  小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 に よ る 就 学 を 認 め る こ と の で き る 学 校  

小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 に よ る 就 学 を 認 め る こ と の で き る 学 校 （ 以 下 「 小 規 模 特 別 認 定 校 」 と い う 。） は 、 青

梅 市 立 成 木 小 学 校 お よ び 青 梅 市 立 第 七 中 学 校 と す る 。  

３  小 規 模 特 別 認 定 校 へ の 入 学 ま た は 転 入 学  

小 規 模 特 別 認 定 校 へ の 入 学 ま た は 転 入 学 に つ い て は 、 保 護 者 の 申 請 に も と づ き 、 当 該 校 に 就 学 指 定 校 を 変 更

す る こ と に よ り 認 め る も の と す る 。  

４  就 学 募 集 お よ び 定 員  

小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 に よ る 就 学 募 集 を す る こ と な ら び に 募 集 す る 学 年 お よ び 就 学 定 員 に つ い て は 、 当 該 校

の 児 童 ・ 生 徒 数 を 勘 案 し 、 教 育 委 員 会 と 当 該 校 の 校 長 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

５  就 学 要 件  

申 請 を 行 な お う と す る 保 護 者 は 、 次 の 各 号 の 条 件 を す べ て 満 た し て い る も の と す る 。  

(１ ) 青 梅 市 内 に 住 所 を 有 し 、 指 定 小 学 校 等 に 就 学 し て い る 児 童 も し く は 生 徒 ま た は 就 学 を 予 定 し て い る 児 童

も し く は 生 徒 の 保 護 者 で あ る こ と 。  

(２ ) 保 護 者 は 、 児 童 ま た は 生 徒 が 小 規 模 特 別 認 定 校 に 就 学 し た 場 合 は 、 当 該 校 を 卒 業 す る ま で 、 自 ら の 責

任 と 負 担 に お い て 通 学 さ せ る こ と 。  

(３ ) 保 護 者 は 、 当 該 校 の 教 育 活 動 、 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 な ど に つ い て 理 解 し 、 協 力 す る こ と 。  

(４ ) そ の 他 、 教 育 委 員 会 な ら び に 当 該 校 の 指 示 に 従 う こ と 。  

６  就 学 の 時 期 お よ び 期 間  

(１ ) 小 規 模 特 別 認 定 校 に 就 学 す る 時 期 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 と す る 。  

(２ ) 小 規 模 特 別 認 定 校 制 度 に よ り 就 学 す る 児 童 ま た は 生 徒 は 、 小 学 校 ま た は 中 学 校 を 卒 業 す る ま で 当 該 小

規 模 特 別 認 定 校 に 就 学 す る も の と す る 。  

(３ ) 第 ３ 項 お よ び 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 教 育 委 員 会 は 、 児 童 、 生 徒 ま た は 保 護 者 の 事 情 に よ り 小 規 模

特 別 認 定 校 へ の 就 学 が 困 難 に な っ た と 認 め る 場 合 に は 、 指 定 小 学 校 等 へ 復 帰 さ せ る こ と が で き る 。  

 

青梅市立学校における就学指定校の変更に関する取扱要綱（抜粋） 
変 更 の 要 件  

教 育 委 員 会 は 、保 護 者 の 申 立 て の 内 容 が 別 表 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し 、か つ 、次 に 掲 げ る 条 件 を す べ て 満 た す

場 合 は 、 就 学 指 定 校 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 就 学 を 希 望 す る 市 立 学 校 の 施 設 、設 備 、学 級 状 況 等 に 応 じ 、受 入 可 能 な 児 童 数 ま た は 生 徒 数 の 範 囲 内 で

あ る こ と 。  

(２ ) 当 該 保 護 者 が 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 承 諾 し て い る こ と 。  

ア  保 護 者 の 責 任 に お い て 児 童 ・ 生 徒 の 通 学 の 安 全 を 期 す る こ と 。  

イ  変 更 期 間 終 了 後 は 、 変 更 前 の 就 学 指 定 校 に 就 学 す る こ と 。  

ウ  通 学 に か か る 経 費 は 、 す べ て 保 護 者 が 負 担 す る こ と 。  

エ  通 学 は 、 公 共 交 通 機 関 、 徒 歩 ま た は 保 護 者 の 送 迎 に よ り 行 う こ と と し 、 自 転 車 に よ る 通 学 は 、 行 わ ない

こ と 。  

オ  変 更 し 就 学 し た 学 校 に お い て 、 変 更 事 由 の 対 象 と な っ た 状 態 が 必 ず 継 続 す る も の で は な い こ と 。  

  別 表  

事 由  内 容  対 象 学 年  変 更 期 間  添 付 書 類  

（ 略 ）      

５  小 規 模 特

別 認 定 校 制 度

に よ る 場 合  

「 青 梅 市 立 小 規 模 特 別 認 定 校 設 置 要 綱 」に も

と づ き 、小 規 模 特 別 認 定 校 へ の 入 学・転 学 が

認 め ら れ た と き 。  

各 年 度 ご と に「 小 規 模

特 別 認 定 校 児 童・生 徒

募 集 要 項 」 で 定 め る 。

卒 業 ま で   

 


